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（平成２４年３月１９日 条例第６号） 

 

Ⅰ 大津市開発事業の手続及び基準に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、開発事業の計画に係る事前協議等の手続及び都市計画法（昭和４３年法律

第１００号。以下「法」という。）の規定に基づく開発許可の基準その他開発事業に関し必要な

事項を定めることにより、良好な都市環境の保全及び形成を図り、もって秩序ある調和のとれ

たまちづくりに寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ 開発事業 法第２９条第１項又は第２項の規定による開発行為の許可（以下「開発許

可」という。）を要する開発行為をいう。 

 ⑵ 開発事業区域 開発事業を行おうとする土地の区域をいう。 

 ⑶ 事業者 開発事業を行おうとする者をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び都市計画法施行令（昭

和４４年政令第１５８号。以下「政令」という。）において使用する用語の例による。 

（遵守すべき基本事項） 

第３条 事業者は、開発事業の計画を作成するに当たっては、次に掲げる基本事項を遵守しなけ

ればならない。 

 ⑴ 総合計画（本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために策定した基本構想及

びこれに基づく計画の総体をいう。）、都市計画マスタープラン（法第１８条の２第１項の規

定により定められた市の都市計画に関する基本的な方針をいう。）等の 市が定める計画等に

則したものとすること。 

⑵ 開発事業の施行により自然環境及び生活環境に悪影響が生じないよう配慮すること。 

 ⑶ 開発事業区域における土地利用の履歴の調査を行い、当該区域内の土壌の汚染の状況の把

握に努めること。 

 ⑷ 交通安全及び道路等への支障の防止に配慮した資材等の搬出入計画を作成すること。 

 （事前協議） 

第４条 事業者は、開発事業を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところによ

り、開発事業の計画について市長と協議しなければならない。 

（公益的施設管理者との協議） 

第５条 前条の協議の結果、市長が必要と認めるときは、事業者は、規則で定めるところ

により、開発事業区域内に配置する法第３３条第１項第６号に規定する公益的施設

（以下「公益的施設」という。）の管理者と協議し、その結果を市長に報告しなけれ      

ばならない。 

 （政令に定める技術的細目に係る制限の強化又は緩和） 
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第６条 法第３３条第３項に規定する条例で定める同条第２項の政令で定める技術的細

目において定められた制限の強化又は緩和は、次の各号に掲げる制限の区分に応じ、当

該各号に定めるとおりとする。 

 ⑴ 政令第２５条第２号に規定する予定建築物等の敷地に接する道路の幅員の最低限

度別表第１に定めるとおり 

 ⑵ 政令第２５条第３号に規定する予定建築物等の敷地から２５０メートル以内の距

離に幅員１２メートル以上の道路が設けられる必要のある市街化調整区域における

開発区域の面積 １０ヘクタール以上 

 ⑶ 政令第２５条第６号及び第７号に規定する開発区域に設置すべき公園、緑地及び広

場（以下「公園等」という。）の規模等 別表第２に定めるとおり 

 ⑷ 政令第２７条に規定する公益的施設を配置すべき開発行為の規模 別表第３に定

めるとおり 

 （敷地面積の最低限度） 

第７条 法第３３条第４項に規定する条例で区域、目的又は予定される建築物の用途を限

り定める建築物の敷地面積の最低限度は、別表第４に定めるとおりとする。 

 （事前周知） 

第８条 事業者は、規則で定めるところにより、開発事業（大津市生活環境の保全と増進

に関する条例（平成１０年条例第２７号）第２０条第１項に規定する特定事業に該当す

る場合を除く。）の計画の内容、工事の概要、環境への配慮等について、当該開発事業

を行う地域の周辺住民等に対しあらかじめ説明会を開催するなど当該開発事業に関す

る周知について必要な措置を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。 

 （報告の徴収及び立入調査） 

第９条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は開発事業に係る工

事を施行する者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に開発事業区域に

立ち入り、工事の状況その他必要な事項を調査させ、若しくは関係者に質問させるこ

とができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して

はならない。 

 （指導及び勧告） 

第１０条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を講じるよう

指導し、又は勧告することができる。 

 ⑴ 第４条又は第５条の規定による協議をせず、又は虚偽の内容で協議を行った者 

 ⑵ 第５条又は第８条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

 ⑶ 第８条の規定による必要な措置を講じない者 

 ⑷ 前条第１項の規定による報告若しくは資料の提出を正当な理由なく拒み、又は虚

偽の報告若しくは資料の提出をした者 
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 ⑸ 前条第１項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避し 

（命令） 

第１１条 市長は、前条の勧告を受けた者が正当な理由なくこれに従わないときは、開

発事業に係る工事の中止を命じ、又は相当な期限を定めて違反を是正するために必要

な措置を講じるよう命じることができる。 

（公表） 

第１２条 市長は、前条の命令を受けた者が正当な理由なくこれに従わないときは、そ

の旨を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表をされる

べき者に、その理由を通知し、書面又は口頭により意見を述べ、及び証拠を提出する

機会を与えなければならない。 

 （委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２４年７月１日から施行する。 

２ この条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開発許可

の申請を行う開発事業について適用し、施行日前に開発許可の申請を行った開発事業

については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、施行日以後に開発許可の申請を行う開発事業のうち、施

行日前に第４条に規定する事前協議に相当する行為又は法第３２条第１項若しくは第

２項に規定する協議が開始されている開発事業については、なお従前の例による。 

    

別表第１（第６条関係） 

１ 政令第２９条の２第１項第２号に定める基準に基づく制限の強化 

配置すべき道路の幅員の最低限度 次の各号に掲げる予定建築物等の用途、予定建築

物等の敷地の規模等に応じ、当該各号に定める幅員 

 ⑴ 予定建築物等の用途が住宅（共同住宅にあっては、５０戸未満である場合に限る。）

であって、その敷地の規模が 1 ヘクタール以上であるもの ９．５メートル  

⑵ 予定建築物等の用途が共同住宅（５０戸以上である場合に限る。）であるもの   

９．５メートル（小区間で通行上支障がないと市長が認めるものにあっては、６メー

トル） 

⑶ 予定建築物等の用途が住宅以外の建築物又は第一種特定工作物であって、その敷地

の規模が次のア又はイに掲げる規模であるもの 当該ア又はイに定める幅員 

ア １０ヘクタール以上であるもの １２メートル（小区間で通行上支障がないと市

長が認めるものにあっては、６メートル） 

イ １ヘクタール以上１０ヘクタール未満であるもの ９．５メートル（小区間で通

行上支障がないと市長が認めるものにあっては、６メートル） 

⑷ 予定建築物等の用途が第二種特定工作物であるもの ９．５メートル（小区間で通
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行上支障がないと市長が認めるものにあっては、６メートル） 

２ 政令第２９条の２第２項第２号に定める基準に基づく制限の緩和 

既に市街地を形成している区域内で行われる開発行為において配置すべき道路の幅

員の最低限度（予定建築物等の用途が住宅（共同住宅にあっては、５０戸未満である場

合に限る。）、住宅以外の建築物又は第一種特定工作物であって、その敷地の規模が  

０．１ヘクタール以上１ヘクタール未満であるものに限る。） ６メートル 

 

別表第２（第６条関係） 

１ 政令第２９条の２第１項第５号イに定める基準に基づく制限の強化（予定建築物等の

用途が共同住宅である開発行為である場合を除く。） 

設置すべき施設の種類を公園に限定する開発行為の規模 開発区域の面積が１ヘク

タール以上５ヘクタール未満の開発行為 

２ 政令第２９条の２第１項第５号ロに定める基準に基づく制限の強化（予定建築物等の

用途が共同住宅である開発行為である場合及び予定建築物等の用途が住宅以外のもの

であって土地の分譲を伴わない開発行為である場合を除く。） 

公園等１箇所当たりの面積の最低限度 次の各号に掲げる開発行為の区分に応じ、当

該各号に定める面積 

 ⑴ 開発区域の面積が０．３ヘクタール以上１へクタール未満であるもの １５０平方

メートル 

⑵ 開発区域の面積が１ヘクタール以上５ヘクタール未満であるもの ３００平方メ

ートル 

３ 政令第２９条の２第１項第５号ハ及び同項第６号に定める基準に基づく制限の強化

（予定建築物等の用途が共同住宅である開発行為である場合に限る。）   

 設置すべき公園等（開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為にあっては、公園）

の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度 ６パーセント（計画人口１人

当たり３平方メートルに相当する面積が当該割合に基づく面積を下回る場合は、計画人

口１人当たり３平方メートルに相当する面積を開発区域の面積で除した割合） 

４ 政令第２９条の２第１項第６号に定める基準に基づく制限の強化（予定建築物等の用

途が共同住宅である開発行為である場合を除く。） 

  設置すべき公園（予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園等）の数

及び１箇所当たりの面積の最低限度 次の各号に掲げる開発行為の区分に応じ、当該各

号に定める数等 

⑴ 開発区域の面積が２０ヘクタール以上３０ヘクタール未満であるもの ２，５００

平方メートル以上の公園を１箇所以上及び１，０００平方メートル以上の公園を１箇

所以上 

⑵ 開発区域の面積が３０ヘクタール以上６０ヘクタール未満であるもの ２，５００

平方メートル以上の公園を２箇所以上及び１，０００平方メートル以上の公園を２箇

所以上 
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 ⑶ 開発区域の面積が６０ヘクタール以上であるもの 開発区域の面積の１．５パーセ

ント以上の面積の公園を１箇所以上、２，５００平方メートル以上の公園を２箇所以

上及び１，０００平方メートル以上の公園を２箇所以上 

 

別表第３（第６条関係） 

 政令第２９条の２第１項第７号に定める基準に基づく制限の強化 

公益的施設を配置すべき開発行為の規模 次の各号に掲げる公益的施設の区分に応じ、

当該各号に定める開発行為の規模 

  ⑴ 集会所 開発区域の面積が２ヘクタール又は計画戸数が１００戸ごとに１箇所 

 ⑵ ごみ収集場 開発区域の面積１，０００平方メートル以上（規則で定める場合にあ

っては、規則で定める面積）につき１箇所以上（規則で定める場合を除く。） 

 ⑶ その他の公益的施設 別に市長が定める規模 

 

別表第４（第７条関係） 

用 途  用 途 地 域 

建ぺい率 

（パーセ

ント） 

容積率 

（パーセ

ント） 

敷地面積の最低限度 

（平方メートル） 

平均宅地面積 最小宅地面積 

一戸建て住宅 第一種低層住居

専用地域 

４０ ６０ １７０ １５０ 

５０ ８０  １５０ １３５ 

６０ 

１００ 

 １３５ １２０ 第二種低層住居

専用地域 
１５０ 

第一種中高層住

居専用地域 

２００  １２５ １２０ 

第二種中高層住

居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

注 この表中敷地面積の最低限度の欄の適用については、平均宅地面積及び最小宅地  

面積のいずれも満たさなければならないものとする。 
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   （平成２４年５月１５日規則第７６号） 

改正 令和４年 ３月３１日規則第１９号 

改正 令和６年１２月２７日規則第９０号 

 

Ⅱ 大津市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則 

                     

(趣旨) 

第１条 この規則は、大津市開発事業の手続及び基準に関する条例(平２４年条例第６号。以下

「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(事前協議の手続) 

第２条 条例第４条の規定による事前協議(以下「事前協議」という。)を行おうとする事業者は、

事前協議書(様式第１号)（以下、この条において「事前協議書」という。）に別表に掲げる図

書を添付して、市長に提出しなければならない。 

２ 開発区域の面積が 1 ヘクタール以上である開発事業を行おうとする事業者は、前項の事前協

議書の提出前に、土地利用計画等について市長と協議しなければならない。 

３ 市長は、事前協議書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該開発事業に関し協

議すべき事項をとりまとめ、事前協議事項通知書(様式第２号)により当該事前協議書を提出し

た事業者(以下この条において「事前協議者」という。)に通知するものとする。 

４ 事前協議者は、前項の規定による通知を受けたときは、協議すべき事項の所管課又は関係機

関とそれぞれ協議を行い、協議を成立させ、それぞれ所管課長又は関係機関の長から書面で協

議を了した旨の確認を受けなければならない。 

５ 事前協議者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、事前協議取下げ届（様式

第２号の２）を市長に提出しなければならない。 

（１）開発事業の計画を廃止するとき。 

（２）第３項の通知を受けた日から起算して１年を経過する日までに前項の協議を開始しな

いとき。 

（３）開発事業区域の面積の規模の１０分の１以上の増減を伴う開発事業の目的（事前協議書

に記載する開発事業の目的をいう。）の変更が生じるとき。 

６ 事前協議者は、協議すべき事項の全てについて所管課長又は関係機関の長から協議を了した

旨の確認を受けたときは、その協議の結果をとりまとめ、都市計画法(昭和４３年法律第１００

号。以下「法」という。)第３０条第１項の規定に基づく開発許可の申請又は法第３２条第１項

若しくは第２項に規定する協議を行う前に市長に書面で報告しなければならない。 

(事前協議の内容の変更) 

第３条 事前協議の終了後において、事前協議の内容の変更を行おうとする事業者は、当該変更

をしようとする内容について市長と協議を行わなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の事前協議の内容の変更に係る協議について準用する。 

(公益的施設管理者との協議) 
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第４条 条例第５条の規定による公益的施設の管理者との協議を行おうとする事業者は、公益的

施設に係る協議書(様式第３号)を公益的施設の管理者に提出しなければな 

らない。 

２ 前項の協議書を提出した事業者は、公益的施設の管理者が必要と認める事項について協議を

行い、法第３０条第１項の規定に基づく開発許可の申請を行う前に前項の協議を成立させ、公

益的施設の管理者の確認を受けなければならない。 

(事前周知) 

第５条 条例第８条の規定による事前周知は、次に掲げる者に対して行うものとする。 

（１） 開発事業区域の敷地境界線から水平距離２０メートル以内に存する土地及び建築物の所

有者、管理者及び居住者等並びにこれらの者が属する自治会等の代表者 

（２） 開発事業の施行に要する工事車両の運行経路及び予定建築物等を往来する車両の主要な

経路となる道路のうち、開発区域から幅員６．５メートル以上の道路に至るまでの道路に

面する建築物の所有者、管理者及び居住者並びにこれらの者が属する自治会等の代表者(予

定建築物等の用途が自己居住用住宅である場合を除く。) 

（３） 開発事業区域及びその周辺の地域の自治会が加入する自治連合会等の代表者及び当該代

表者が説明を要すると認めた者(予定建築物等の用途が自己居住用住宅である場合を除く。) 

（４） 前各号に定める者のほか、開発事業により影響を受ける者であって、市長が必要と認め

たもの 

２ 事業者は、開発事業区域の面積が０．３ヘクタール以上又は計画戸数が１５戸以上である開

発事業を行おうとするときは、第２条第３項の通知の受理後速やかに、開発事業区域内の見や

すい場所に、当該開発事業の計画の概要を記載した標識(様式第４号)を設置しなければならな

い。 

３ 条例第８条の規定による報告は、事前周知結果報告書(様式第５号)により行うものとする。 

４ 事業者は、前項の報告書の提出後に開発事業の計画を変更しようとするときは、変更後の開

発事業に関する周知について必要な措置を講じなければならない。 

５ 第１項から第３項までの規定は、前項の場合について準用する。 

(身分証明書) 

第６条 条例第９条第２項に規定する証明書は、身分証明書(様式第６号)とする。 

(地位の承継) 

第７条 事業の譲渡、相続、合併又は分割その他の事由により、条例及びこの規則による手続を

行う事業者からその地位を承継した者は、地位承継届出書(様式第７号)により市長に届け出な

ければならない。 

(ごみ収集場の設置) 

第８条 条例別表第３第２号に規定する開発区域の面積１，０００平方メートル以上の基準を適

用しない場合として規則で定める場合は、市長が開発区域周辺のごみ収集場の配置状況を勘案

して同号の基準による必要がないと認める場合とし、この場合における規則で定める面積は、

１，０００平方メートル以上で市長が定める面積とする。 
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２ 条例別表第３第２号に規定する開発区域の面積１，０００平方メートル以上につき 1 箇所以

上の基準を適用しない場合として規則で定める場合は、市長が大津市廃棄物の処理及び再利用

の促進並びに環境の美化に関する規則(平成６年規則第４５号)第１２条第１項及び第２項に定

める基準を勘案して同号の基準により難いと認める場合とする。 

(その他) 

第９条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 抄 

(施行期日) 

１ この規則は、平成２４年７月１日から施行する。 

附 則(令和４年３月３１日規則第１９号) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)

により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使

用することができる。 

附 則（令和６年１２月２７日規則第９０号） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第５条第１項の規定は、この規則の施行の日以後に開始する事前周知について適用

し、同日前に開始した事前周知については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現にある改正前の様式第１号により調製した事前協議書は、この規則の

施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。 
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別表(第２条関係) 

(令４規則１９・一部改正) 

図書の種類 明示すべき事項 

位置図 方位、縮尺及び開発事業区域 

法第 34 条説明資料 市街化調整区域における基準との適合状況 

設計説明書 目的、基本方針、地域地区、開発事業区域内の土地の現況、土地利用

計画、公益的施設、上水道施設及び消防水利施設、計画人口等 

新旧公共施設一覧表 公共施設の種類、概要、管理者及び帰属先 

計画概要書 

(開発区域の面積が 5,000

平方メートル以上の場合

に限る。) 

事業者、開発事業区域、開発事業の目的、地域地区、適用法令、計画

地の立地、計画地の土地状況、開発事業の計画の内容(土地利用計画、

造成計画、公共施設の計画、公益的施設の計画及び環境保全対策等)、

防災計画及び他法令の手続状況 

公図の写し 法定外道路及び普通河川等 

区域内権利者一覧表 物件の種類、所在地及び地番、権利の種類、権利者の氏名又は名称並

びに同意の有無 

隣接土地所有者一覧表 所在地及び地番並びに権利者の氏名又は名称 

水理計算書 区域内雨水排水に係る計算 

現況写真   

現況平面図 方位、縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、開発事業区域の境

界、現況道路名、有効道路幅員、河川名、排水構造物、等高線、現況

高、開発事業区域内の土地の地番及び地目並びに所有者、隣接する土

地の地番及び所有者、官民境界確定日及び番号並びに法定外道路及び

普通河川等 

土地利用計画図 方位、縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、開発事業区域の境

界、現況道路名、有効道路幅員、河川名、用途界、都市計画施設明示

線、施設区分(記号、面積、計画高及び幅員)、土地利用計画表及び予

定建築物線 

造成計画平面図 方位、縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、開発事業区域の境

界、現況道路名、有効道路幅員、河川名、法面、構造物、切盛土、法

面勾配、法面保護工、開発事業に関わる法令等の名称及び予定建築物

線 

造成計画断面図 縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、開発事業区域の境界、切

盛土、構造物寸法、排水方向及び予定建築物線 
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雨水排水計画平面図 方位、縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、開発事業区域の境

界、現況道路名、有効道路幅員、河川名、排水構造物、排水方向及び

流末流量 

汚水排水計画平面図 方位、縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、開発事業区域の境

界、現況道路名、有効道路幅員、河川名、排水構造物及び接続先本管 

給水・ガス計画平面図 方位、縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、開発事業区域の境

界、現況道路名、有効道路幅員、河川名及び管径 

道路定規図 縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、幅員及び舗装構成 

縦断図(道路、下水及び水

路) 

縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名及び縦断勾配 

構造図 縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、規格値、強度、擁壁断面

図、擁壁展開図、設計条件及び留意事項 

求積図 縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、開発事業区域の境界、座

標求積又は三斜求積、辺長及び各施設集計表 

建築物計画図 配置図、各階平面図、立面図及び面積算定図 
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（平成１３年４月１日規則第３０号） 

改正 平成１３年６月１日規則第６０号 平成１３年６月１５日規則第６４号  

平成１５年３月２５日規則第２６号 平成１７年３月１日規則第６号  

平成１７年３月２８日規則第２０号 平成１９年３月３０日規則第２８号  

平成１９年９月３日規則第８４号 平成１９年１１月１５日規則第１１０号  

平成２１年３月３１日規則第８７号 平成２４年５月１５日規則第７６号  

平成２７年９月１日規則第１０９号 平成２８年３月３１日規則第２８号  

令和４年３月３１日規則第１９号 令和４年４月１日規則第５３号  

令和６年１２月２７日規則第８９号   

 

Ⅲ 大津市都市計画法施行細則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）の施行に関

し、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

第２条 削除 

（申請書等の様式） 

第３条 法の規定による申請等の際に用いる書面の様式は、次条に定める都市計画の決定等の提

案に関するもの、第４条から第２１条までに定める開発行為等の規制に関するもの及び第２２

条に規定する都市計画施設等の区域内における建築の規制に関するもののほか、次のとおりと

する。 

（１）法第２５条第２項に規定する立入通知書 様式第１号 

（２）法第２６条第１項に規定する土地試掘等許可申請書 様式第２号 

（３）法第２６条第１項に規定する土地試掘等に係る意見聴取書 様式第３号 

（４）法第２６条第２項に規定する土地試掘等通知書 様式第４号 

（５）法第２７条第１項及び第２項並びに第８２条第２項に規定する身分証明書 様式第５号 

（６）法第２７条第２項に規定する土地試掘等許可書 様式第６号 

（７）法第６５条第１項の規定による都市計画事業地内行為許可申請書 様式第７号 

（８）法第６５条第１項の規定による都市計画事業地内行為許可書 様式第８号 

（９）法第６５条第１項の規定による都市計画事業地内行為不許可通知書 様式第９号 

（１０）法第６５条第２項の規定による都市計画事業地内行為許可についての意見聴取書 様

式第１０号 

（都市計画の決定等の提案） 

第３条の２ 都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号。以下「省令」という。）第１３

条の４第１項に規定する提案書は、計画提案書（様式第１０号の２）によるものとし、同項各

号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

（１）当該計画提案に係る都市計画（次号において「提案都市計画」という。）の位置を示した

図面（縮尺２５，０００分の１） 

（２）提案都市計画の対象となる土地の区域（第５号及び第６号において「計画区域」という。）

を示した図面（縮尺２，５００分の１） 

（３）現況図（縮尺５００分の１以上のもの） 

（４）計画図（縮尺５００分の１以上のもの） 
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（５）計画区域の土地の公図の写し 

（６）計画区域の土地の登記事項証明書又は登記事項要約書（交付後３月以内のものに限る。） 

（７）その他市長が必要と認める書類又は図面 

２ 省令第１３条の４第１項第２号に規定する書類は、所有者等に関する同意書（様式第１０号

の３）によるものとし、区域内土地所有者等一覧表（様式第１０号の４）を添付しなければな

らない。 

３ 省令第１３条の４第１項第３号に規定する書類は、計画提案者証明書（様式第１０号の５）

によるものとし、次の各号に掲げる提案者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなけ

ればならない。 

（１）特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項の特定非営利活動法人、

一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地方住宅供給公

社定款の写し 

（２）省令第１３条の３に規定する団体 次に掲げる書類 

ア 省令第１３条の３第１号イ又はロに掲げる団体に該当することを証する書類 

イ 商業登記に係る登記事項証明書（法人でない団体にあっては、定款その他代表者又は管

理人が分かる書類） 

ウ 市区町村長の発行する役員（法人でない団体にあっては、代表者又は管理人）の身分証

明書 

エ 役員等に関する誓約書兼同意書（様式第１０号の６） 

４ 省令第１３条の４第２項に規定する書面は、事業の着手予定時期等に関する書面（様式第

１０号の７）によるものとする。 

（開発行為の許可の申請等） 

第４条 法第２９条第１項又は第２項の規定による開発行為の許可（以下「開発許可」という。）

を受けようとする者は、開発行為許可申請書を提出する際には、その副本として開発行為許可

通知書（様式第１１号）に所定の事項を記載のうえ提出し、かつ、これらに法第３０条第２項

に規定する書類のほか次に掲げる図書を添付しなければならない。 

（１）申請者の資力信用調書（様式第１２号） 

（２）工事施行者の工事能力調書（様式第１３号） 

（３）開発区域の土地の公図の写し 

（４）開発区域の土地の登記事項証明書 

（５）開発区域の土地の求積図 

（６）誓約書（様式第１３号の２） 

２ 法第３４条の２第１項に規定する開発行為の協議（以下「開発協議」という。）を行おうとす

る者は、開発行為協議書（様式第１３号の 3）及びその副本として開発行為協議成立通知書（様

式第１３号の４）に所定の事項を記載のうえ提出し、かつ、これらに法第３０条第２項に定め

る図書及び前項第３号から第８号までに掲げる図書を添付しなければならない。 

３ 第１項第１号の資力信用調書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、開

発行為が主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は

住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用

に供する目的で行うもの（開発区域の面積が１ヘクタール以上のものを除く。）である場合にあ

ってはこの限りでない。 

（１）直前３事業年度分の法人税又は前３年分の所得税の納税証明書 

（２）法人の場合にあっては法人の登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票記載事項証
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明書 

（３）事業経歴書 

４ 第１項第２号の工事施行者の工事能力調書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ただし、開発行為が主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開

発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しく

は建設の用に供する目的で行うもの（開発区域の面積が１ヘクタール以上のものを除く。）であ

る場合にあってはこの限りでない。 

（１）法人の場合にあっては法人の登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票記載事項証

明書 

（２）建設業者登録証明書 

（３）事業経歴書 

（設計図書等） 

第５条 省令第１６条第２項に規定する設計説明書は、様式第１４号によるものとし、公共施設

一覧表（様式第１５号）を添付しなければならない。 

２ 省令第１７条第１項第３号に規定する書類は、開発区域内権利者一覧表（様式第１６号）及

び開発行為施行同意書（様式第１７号）とする。 

３ 省令第１７条第１項第４号に規定する書類は、設計者の資格調書（様式第１８号）とし、当

該設計者が省令第１９条第１号に定める資格を証するための次に掲げる書類を添付しなければ

ならない。 

（１）技術士登録証、建築士免許証等の資格証明書 

（２）卒業証明書 

（３）実務経歴等の証明書 

（開発行為の許可の通知等） 

第６条 市長は、開発許可をしたときは、開発行為許可通知書を返付して通知するものとする。 

２ 市長は、開発協議が成立したときは、開発行為協議成立通知書を返付して通知するものとす

る。 

（既存の権利者の届出） 

第７条 法第３４条第１３号の規定による届出をしようとする者は、法第３４条第１３号の規定

による届出書（様式第１９号）を提出して行わなければならない。 

（開発許可に係る事項の変更等） 

第８条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る事項を変更しようとするときは、開発行為

変更許可申請書（様式第１９号の２）及びその副本として開発行為変更許可通知書（様式第  

２０号）に所定の事項を記載のうえ提出し、かつ、これらに次に掲げる図書を添付しなければ

ならない。 

（１）開発許可に係る事項を変更しようとする理由を記載した書類 

（２）第４条第１項各号に規定する図書のうち当該変更に係るもの 

２ 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る事項について法第３５条の２第１項ただし書の

省令第２８条の４で定める軽微な変更をしようとするときは、開発行為変更届出書（様式第  

２１号）を提出しなければならない。 

３ 開発行為の変更に係る協議（以下「開発変更協議」という。）を行おうとする者は、開発行為

変更協議書（様式第２１号の２）及びその副本として開発行為変更協議成立通知書（様式第  

２１号の３）に所定の事項を記載のうえ提出し、かつ、これらに当該変更に係る法第３０条第

２項に定める図書及び第４条第１項第３号から第７号までに掲げる図書並びに変更理由を記載
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した書類を添付しなければならない。 

４ 第６条第１項の規定は開発許可に係る事項の変更の許可の通知に、同条第２項の規定は開発

変更協議の成立の通知について準用する。 

（工事の着手届） 

第９条 開発許可を受けた者（法第３４条の２第１項の規定による協議の成立により当該許可が

あったとみなされる者を含む。）は、当該開発行為に関する工事に着手する前に工事着手届（様

式第２２号）に工程表を添付して、市長に提出しなければならない。 

（開発行為許可標識の掲示） 

第１０条 開発許可を受けた者（法第３４条の２第１項の規定による協議の成立により当該許可

があったとみなされる者を含む。）は、都市計画法による開発行為許可標識（様式第２３号。以

下「開発行為許可標識」という。）を、当該開発行為に関する工事に着手した日から法第３６条

第３項の規定による公告の日まで、工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。 

２ 開発許可を受けた者（法第３４条の２第１項の規定による協議の成立により当該許可があっ

たとみなされる者を含む。）は、開発行為許可標識を工事現場に掲示したところを撮影した写真

を速やかに市長に提出しなければならない。 

（工事完了の届出） 

第１１条 法第３６条第１項の規定による届出は、省令第２９条の規定による工事完了届出書に

次に掲げる図書を添付して、行わなければならない。 

（１）確定丈量図（縮尺５００分の１以上のもの） 

（２）工事の施行状況が確認できる写真 

（３）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

（建築制限等の解除の承認申請） 

第１２条 法第３７条第１号の規定による承認を受けようとする者は、開発区域内における建築

制限等の解除承認申請書（様式第２４号）及びその副本としての開発区域内における建築制限

等の解除承認書（様式第２５号）に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならな

い。 

（１）理由書 

（２）計画平面図（縮尺５００分の１以上のもの） 

（３）建築物の配置図、平面図及び立面図（縮尺２００分の１以上のもの） 

（４）断面図（縮尺１００分の１以上のもの） 

（５）現況写真 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

２ 市長は、前項の申請を承認したときは、開発区域内における建築制限等の解除承認書に所要

の事項を記載し、これを返付するものとする。 

（工事の廃止の届出） 

第１３条 法第３８条の規定による届出は、省令第３２条に規定する開発行為に関する工事の廃

止の届出書に次に掲げる図書を添付して、行わなければならない。 

（１）工事の廃止の理由書 

（２）工事の廃止に係る地域を明示した図面（縮尺２００分の１以上のもの） 

（３）既に着手している工事を廃止する場合にあっては、廃止に伴う措置を記載した図書及び

廃止したときの土地の現況図（縮尺５００分の１以上のもの） 

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

（市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請） 
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第１４条 法第４１条第２項ただし書の規定による建築物の特例許可を受けようとする者は、建

築物特例許可申請書（様式第２６号）に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければな

らない。 

（１）建築物概要書（様式第２７号） 

（２）付近見取図（方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示すること。） 

（３）敷地現況図及び配置図（敷地の境界及び建築物の位置を明示すること。） 

（４）建築物平面図（当該許可申請が建築物の高さに係る場合には立面図を含む。） 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

２ 市長は、前項の建築物の特例許可をしたときは、建築物特例許可通知書（様式第２８号）に

より通知するものとする。 

（予定建築物等以外の建築等の許可の申請） 

第１５条 法第４２条第１項ただし書の規定による建築等の許可を受けようとする者は、予定建

築物等以外の建築等許可申請書（様式第２９号）に前条第１項各号に掲げる図書を添付して、

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の建築等の許可をしたときは、予定建築物等以外の建築等許可通知書（様式第

３０号）により通知するものとする。 

（建築物の新築、改築又は用途の変更等の許可の申請等） 

第１６条 法第４３条第１項の規定による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特

定工作物の新設の許可を受けようとする者は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第

一種特定工作物の新設許可申請書に省令第３４条第２項に定める図面のほか次に掲げる図書を

添付して、市長に提出しなければならない。 

（１）建築物概要書（様式第２７号） 

（２）建築物平面図（当該許可申請が建築物の高さに係る場合には立面図を含む。） 

（３）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

２ 市長は、前項の建築物の新築、改築又は用途の変更等の許可をしたときは、建築物の新築、

改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可通知書（様式第３１号）により通知

するものとする。 

３ 法第４３条第３項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物

の新設の協議を行おうとする者は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工

作物の新設協議書（様式第３２号）に省令第３４条第２項に定める図面及び第１項各号に掲げ

る図書を添付して、市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の建築物の新築、改築又は用途の変更等の協議が成立したときは、建築物の新

築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議成立通知書（様式第３２号の２）

により通知するものとする。 

第１７条 削除 

（地位の承継の届出） 

第１８条 法第４４条の規定による地位の承継をした者は、遅滞なく地位承継届出書（様式第  

３３号）に、戸籍謄本（法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書）その他承継の事実を

証する書面を添付して、市長に提出しなければならない。 

（地位の承継の承認申請） 

第１９条 法第４５条の規定による地位の承継の承認を受けようとする者は、当該開発区域内の

土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した後遅滞なく地位承継承認

申請書（様式第３４号）及びその副本としての地位承継承認書（様式第３５号）に次に掲げる
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書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１）土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する

書類 

（２）省令第１６条第５項に定める資金計画書 

（３）資力信用調書（法人の登記事項証明書及び事業経歴書） 

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

２ 市長は、前項の地位の承継を承認したときは、地位承継承認書に所要の事項を記載し、これ

を返付するものとする。 

（開発登録簿） 

第２０条 省令第３６条第１項の規定による開発登録簿は、様式第３６号によるものとする。 

（適合証明） 

第２１条 省令第６０条第１項又は第２項の規定により都市計画法の規定に適合する建築物等で

あることの証明書の交付を受けようとする者は、都市計画法の規定に適合する建築物等である

ことの証明申請書（様式第３７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の証明をするときは、都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明

書（様式第３７号の２）を交付するものとする。 

（都市計画施設等の区域内における建築の許可） 

第２２条 法第５３条第１項の規定による許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければな

らない。 

（１）建築物の敷地の位置を表示する図面（縮尺２，５００分の１のもの） 

（２）建築物の各階の平面図（縮尺２００分の１以上のもの） 

（３）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

２ 市長は、前項に規定する申請について、許可をしたときは、建築許可書（様式第３８号）に

より、不許可をしたときは建築不許可通知書（様式第３９号）により、申請者に通知するもの

とする。 

（申請書の提出部数） 

第２３条 法、省令及びこの規則により市長に提出する書類の提出部数は２通とする。ただし、

副本とともに提出することとされているものの正本及び副本並びに第９条の工事着手届、第 

１１条の工事完了届出書、第１３条の開発行為に関する工事の廃止の 

届出書及び第１８条の地位承継届出書の提出部数は、それぞれ１通とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（大津市開発行為等の規制に関する規則の廃止） 

２ 大津市開発行為等の規制に関する規則（昭和６３年規則第１５号）は、廃止する。 

附 則（平成１３年６月１日規則第６０号） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市都市計画法施行細則の規定は、平成１３

年５月１８日から適用する。 

２ 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成１２年法律第７３号）の施行の際現

にされている改正前の都市計画法第４３条第１項第６号ロの規定による確認の申請に対する通

知については、なお従前の例による。 

附 則（平成１３年６月１５日規則第６４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成１５年３月２５日規則第２６号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月１日規則第６号） 

この規則は、平成１７年３月７日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２８日規則第２０号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第２８号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年９月３日規則第８４号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の大津市都市計画法施行細則様式第２号の規定による

土地試掘等許可申請書、様式第７号の規定による都市計画事業地内行為許可申請書、様式第１

９号の規定による都市計画法第３４条第９号の規定による届出書、様式第１９号の２の規定に

よる開発行為変更許可申請書、様式第２１号の規定による開発行為変更届出書、様式第２２号

の規定による工事着手届、様式第２４号の規定による開発区域内における建築制限等の解除承

認申請書、様式第２６号の規定による建築物特例許可申請書、様式第２９号の規定による予定

建築物等以外の建築等許可申請書、様式第３３号の規定による地位承継届出書、様式第３４号

の規定による地位承継承認申請書及び様式第３７号の規定による都市計画法の規定に適合する

建築物等であることの証明申請書は、当分の間、なお使用することができる。 

附 則（平成１９年１１月１５日規則第１１０号） 

この規則は、平成１９年１１月３０日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日規則第８７号） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大津市都市計画法施行細則（以下「新規則」という。）第２１条並びに様式第３７号

及び様式第３７号の２の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後にされる

都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）第６０条の規定による申請及び施行日以

後にされた同条の規定による申請に対する証明書の交付について適用し、施行日前にされた同

条の規定による申請に対する証明書の交付については、なお従前の例による。 

３ 新規則様式第２３号の規定は、施行日以後に着手する都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）第２９条第１項又は第２項の規定による許可に係る開発行為に関する工事（同法第３４条

の２第１項の規定による協議に係る開発行為に関する工事を含む。以下「開発行為に関する工

事」という。）について適用し、施行日前に着手した開発行為に関する工事については、なお従

前の例による。 

附 則（平成２４年５月１５日規則第７６号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年７月１日から施行する。 

附 則（平成２７年９月１日規則第１０９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第２８号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日規則第１９号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）

により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使

用することができる。 

附 則（令和４年４月１日規則第５３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある改正前の大津市都市計画法施行細則様式第３７号により調製し

た交付申請書は、この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。 

附 則（令和６年１２月２７日規則第８９号） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 ２ この規則の施行の際現にある改定前の様式第１２号、様式第１３号及び様式第１４号によ

り調製した書類は、この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。 
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平成１３年３月２１日 条例第５号 

 

Ⅳ 大津市開発審査会条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法(昭和４３年法律第１００号)第７８条第８項の規定に基づき、

大津市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（委員） 

第２条 委員の定数は、７人とする。 

２ 委員の任期は、２年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。ただし、再任を妨げない。 

（会長） 

第３条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理す

る。 

（会議） 

第４条 審査会の会議は、会長（会長に事故があるときは、その職務を代理する者。以下この条

において同じ。）が招集する。 

２ 審査会の会議は、会長のほか、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 審査会の会議の議長は、会長をもって充てる。 

４ 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

５ 審査会の会議において必要があると認められるときは、利害関係人又は学識経験のある者の

出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。 

６ 審査会の会議は、都市計画法第５０条第３項の規定に基づく公開による口頭審理を行う場合

を除き、公開しない。 

（委員の守秘義務） 

第５条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第６条 審査会の庶務は、都市計画部において処理する。 

（平１６条例４３・平２８条例９５・令２条例２８・一部改正） 

(委任) 

第７条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮っ

て定める。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

（招集の特例） 

２ 都市計画法第７８条第３項の規定による委員の任命後はじめて開かれる審査会の会議は、第

４条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

附 則（平成１６年５月１７日条例第４３号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市開発審査会条例の規定は、平成１６年４月

１日から適用する。 

附 則（平成２８年１２月２１日条例第９５条）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２７日条例第２８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 


